
（第17689号）東 京 都 公 報令和4年10月28日（金曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
に
よ
る
告
示
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
設
業
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）…
�

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
の
公
開

の
聴
聞
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…
�

○
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
六
号
（
市
町
村

に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第

二
条
の
表
十
六
の
項
イ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
指
定
す

る
工
場
）
の
一
部
改
正
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
�

○
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
道

路
の
指
定
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
�

告

示
（
公
）

○
技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
補
欠
選
挙
の
選
挙
期
日
及
び

同
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
管
理
課
）…
�

○
低
Ｎ
Ｏ
ｘ

・
低
Ｃ
Ｏ
２

小
規
模
燃
焼
機
器
の
認
定
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
大
気
保
全
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
東
京
都
の
意
見
の
概

要
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

○
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
…（
下
水
道
局
）…
	

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
三
号

次
の
建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
又
は
建
設
業
者
の
所
在
を
確

知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第

二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
建
設
業
者
か
ら

申
出
の
な
い
と
き
は
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
当
該
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
す
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

商

号

代
表
者
氏
名

主
た
る
営
業

所
の
所
在
地

許
可
番
号

許
可
年

月
日

株
式
会
社

フ
ロ
ン
テ

ィ
ア

代
表
取
締
役

小
林

晶
乃

千
代
田
区
神

田
北
乗
物
町

十
八
番
地
四

階

東
京
都
知
事

許
可
（
般－

三
十
）
第
一

四
九
四
五
四

号

平
成
三

十
年
十

月
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

東
大
和
市
清
原
一
丁
目
一
番
一
、
同
番
二
、

千
二
百
番
五
十
、
千
二
百
十
三
番
一
、
同

令
和
四
年
九
月
五

日

番
二
、
同
番
四
か
ら
同
番
九
ま
で
、
千
二

百
二
十
一
番
一
か
ら
同
番
三
ま
で
、
同
番

八
か
ら
同
番
十
五
ま
で
、
千
二
百
二
十
三

番
二
、
千
二
百
三
十
六
番
二
、
千
三
百
七

十
番
四
か
ら
同
番
九
ま
で
、
千
四
百
七
番

二
か
ら
同
番
四
ま
で
、
千
四
百
九
番
二
、

清
原
二
丁
目
一
番
、
同
番
二
か
ら
同
番
五

ま
で
、
千
二
百
十
三
番
三
、
千
二
百
二
十

一
番
四
か
ら
同
番
七
ま
で
、
千
二
百
二
十

二
番
三
、
千
二
百
二
十
三
番
三
、
千
二
百

二
十
六
番
二
、
千
二
百
二
十
七
番
二
、
千

二
百
三
十
六
番
六
、
千
二
百
三
十
九
番
二
、

千
二
百
四
十
番
二
、
千
二
百
四
十
一
番
二
、

千
二
百
六
十
八
番
四
、
千
二
百
七
十
四
番

四
、
千
二
百
八
十
二
番
五
、
千
二
百
八
十

三
番
二
、
千
二
百
八
十
四
番
六
、
千
二
百

九
十
三
番
二
、
千
二
百
九
十
四
番
二
、
千

二
百
九
十
五
番
二
、
千
二
百
九
十
八
番
二
、

千
二
百
九
十
九
番
二
、
千
三
百
番
二
、
千

三
百
八
番
三
、
同
番
四
、
千
三
百
十
二
番

五
か
ら
同
番
七
ま
で
、
同
番
十
、
同
番
十

一
、
千
三
百
二
十
番
二
、
千
三
百
二
十
二

番
二
、
二
千
百
六
番
五
、
二
千
百
十
五
番

二
、
二
千
百
十
八
番
四
、
清
原
三
丁
目
一

番
一
か
ら
同
番
九
ま
で
、
千
三
百
七
十
番

二
、
同
番
三
、
同
番
十
一
、
同
番
十
二
、

千
三
百
七
十
六
番
二
、
千
三
百
九
十
五
番

二
、
千
四
百
七
番
一
、
同
番
四
、
同
番
五
、

千
四
百
十
一
番
二
、
清
原
四
丁
目
一
番
一

か
ら
同
番
二
十
ま
で
、
二
番
一
か
ら
同
番

三
ま
で
、
四
番
十
七
、
千
三
百
十
二
番
三
、

千
三
百
二
十
三
番
二
、
千
三
百
二
十
四
番

二
、
千
三
百
四
十
二
番
二
、
千
三
百
四
十

三
番
二
、
千
三
百
四
十
五
番
二
、
千
三
百

四
十
六
番
二
、
千
三
百
四
十
七
番
二
、
千

三
百
七
十
番
八
か
ら
同
番
十
三
ま
で
、
千
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三
百
七
十
七
番
二
、
千
三
百
七
十
八
番
二
、

千
三
百
七
十
九
番
二
、
千
三
百
八
十
一
番

二
、
千
三
百
八
十
二
番
二
、
千
三
百
八
十

三
番
二
及
び
千
三
百
八
十
六
番
三
並
び
に

東
村
山
市
富
士
見
町
二
丁
目
三
番
二
十
五
、

同
番
二
十
六
及
び
同
番
二
十
九

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
（
立
川
市
錦

町
四
丁
目
六
番
三
号
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
四
年
十
一
月
七
日

午
前
十
時

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
Ｍ
Ｈ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

羽
深

剛
士

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
田
園
調
布
二
丁
目
五

番
七
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
五
二
四
七
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
二
年
九
月
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
号

昭
和
四
十
五
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
六
号
（
市
町
村
に
お
け

る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
表
十
六
の

項
イ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
工
場
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

表
サ
ン
ト
リ
ー
ビ
ー
ル
株
式
会
社
武
蔵
野
ビ
ー
ル
工
場
の
項
工
場

の
名
称
又
は
種
類
の
欄
中
「
サ
ン
ト
リ
ー
ビ
ー
ル
株
式
会
社
武
蔵
野

ビ
ー
ル
工
場
」
を
「
サ
ン
ト
リ
ー
株
式
会
社
武
蔵
野
ビ
ー
ル
工
場
」

に
改
め
、
同
項
設
置
者
の
欄
中
「
サ
ン
ト
リ
ー
ビ
ー
ル
株
式
会
社
」

を
「
サ
ン
ト
リ
ー
株
式
会
社
」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
七
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
町
田
調
布
線

二

指
定
す
る
区
間

稲
城
市
大
字
東
長
沼
字
七
号
二
千
百
番
一
地

先
か
ら
同
所
字
五
号
千
七
百
五
十
五
番
三
地

先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３３１号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
規
定
に
基

づ
き
技
能
検
定
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
規
則
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
４
年
１０月

２８日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

１
審
査
の
種
類

⑴
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑵
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑶
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

２
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

次
に
掲
げ
る
技
能
検
定
員
審
査
の
種
類
に
応
じ
た
書
類
を
提
示

で
き
る
者

⑴
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
及
び
技
能
検

定
員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑵
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に

係
る
運
転
免
許
証
及
び
技
能
検
定
員
資
格
者
証
（
中
型
）
又
は

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
１７年

政

令
第
１８３号

）
附
則
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
中
型
自
動

車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証
と
み
な
さ
れ
る
技
能
検

定
員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑶
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
及
び
技
能
検
定

員
資
格
者
証
（
普
通
）

３
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能

ア
技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

⑵
技
能
検
定
に
関
す
る
知
識

ア
道
路
運
送
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１８３号

）
第
２
条
第
３

項
に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車
運
転
代

行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１３年

法
律
第

５７号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
自
動
車
運
転
代
行
業
に

関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

イ
自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

４
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
１７条

第
１
項
又
は
第
３
項
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
該
当

す
る
者

５
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

令
和
４
年
１１月

３０日
（
水
曜
日
）

時
間
に
つ
い
て
は
申
請
書
提
出
時
に
指
定
す
る
。

⑵
場
所

警
視
庁
府
中
運
転
免
許
試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
三
丁
目
１

番
地
の
１
）

６
申
請
手
続

⑴
申
請
書
類

ア
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
受
付
日
時

令
和
４
年
１１月

１０日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
１１日

（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

丁
目
１２番

５
号
）

⑷
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
４
年
１０月

３１日
（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１７８号

）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

イ
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
運
転
免
許
証
及
び
技
能
検
定
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ

と
。

７
審
査
手
数
料

２１,５００円
。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警
視

庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
１２年

東
京
都
条
例
第
９９号

）
別
表
第

２
１
の
項
備
考
２
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
携
行
品

⑴
運
転
免
許
証

⑵
筆
記
用
具
（
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
）

９
合
格
証
明
書
の
交
付
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合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
２
号
の
技
能
検
定
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

１０
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
７２５１―５２７５

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３３２号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１０条

第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
教
習
指
導
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
２
項
に

お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
４
年
１０月

２８日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

１
審
査
の
種
類

⑴
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑵
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑶
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

２
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

次
に
掲
げ
る
教
習
指
導
員
審
査
の
種
類
に
応
じ
た
書
類
を
提
示

で
き
る
者

⑴
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
及
び
教
習
指

導
員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑵
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に

係
る
運
転
免
許
証
及
び
教
習
指
導
員
資
格
者
証
（
中
型
）
又
は

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
１７年

政

令
第
１８３号

）
附
則
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
中
型
自
動

車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
資
格
者
証
と
み
な
さ
れ
る
教
習
指

導
員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑶
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
及
び
教
習
指
導

員
資
格
者
証
（
普
通
）

３
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
教
習
に
関
す
る
技
能

ア
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
技
能
教
習
（
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
の
教
習
を
い

う
。
）
に
必
要
な
教
習
の
技
能

⑵
教
習
に
関
す
る
知
識

道
路
運
送
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１８３号

）
第
２
条
第
３
項

に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業

の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１３年

法
律
第
５７号

）

第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
自
動
車
運
転
代
行
業
に
関
す
る
法

令
に
つ
い
て
の
知
識

４
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
１７条

第
１
項
又
は
第
５
項
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
該
当

す
る
者

５
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

令
和
４
年
１１月

３０日
（
水
曜
日
）

時
間
に
つ
い
て
は
申
請
書
提
出
時
に
指
定
す
る
。

⑵
場
所

警
視
庁
府
中
運
転
免
許
試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
三
丁
目
１

番
地
の
１
）

６
申
請
手
続

⑴
申
請
書
類

ア
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
受
付
日
時

令
和
４
年
１１月

１０日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
１１日

（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

丁
目
１２番

５
号
）

⑷
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
４
年
１０月

３１日
（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１７８号

）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

イ
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
運
転
免
許
証
及
び
教
習
指
導
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ

と
。

７
審
査
手
数
料

１２,４５０円
。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警
視

庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
１２年

東
京
都
条
例
第
９９号

）
別
表
第
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２

１
の
項
備
考
３
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
携
行
品

⑴
運
転
免
許
証

⑵
筆
記
用
具
（
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
）

９
合
格
証
明
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
８
号
の
教
習
指
導
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

１０
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
７２５１―５２７５

公

告

土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
（
宅
地
所
有
者
委
員
）

補
欠
選
挙
の
選
挙
期
日
及
び
同
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

に
つ
い
て

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
六
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
市
計
画
事
業
六
町
四
丁
目
付
近
土

地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
（
宅
地
所
有
者
委
員
）
補
欠
選
挙
の
選
挙

期
日
を
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七

号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
二
月
五
日
と
定
め
た
。

な
お
、
こ
の
選
挙
に
つ
い
て
同
令
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
作
成

す
る
選
挙
人
名
簿
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

縦
覧
期
間

令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
含
む
。
）

二

縦
覧
場
所

足
立
区
六
町
三
丁
目
四
番
三
十
六
号

東
京
都
第
一
市
街
地
整
備
事
務
所
六
町
地
区
整
備

事
務
所

三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

低
Ｎ
Ｏ
ｘ

・
低
Ｃ
Ｏ
２

小
規
模
燃
焼
機
器
の
認
定
に
つ

い
て

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十

二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五
号
）
第
百
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定

す
る
窒
素
酸
化
物
及
び
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
が
少
な
い
と
認
め
ら

れ
る
機
器
に
つ
い
て
、
東
京
都
低
Ｎ
Ｏ
ｘ

・
低
Ｃ
Ｏ
２

小
規
模
燃
焼
機

器
認
定
要
綱
（
平
成
元
年
二
月
十
六
日
付
六
十
三
環
大
規
第
二
百
二

号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
認
定
し
た
の
で
、

同
要
綱
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

認
定
し
た
機
器
等

㈠

グ
レ
ー
ド
Ａ
Ａ

別
記
一
の
と
お
り

㈡

グ
レ
ー
ド
Ａ

別
記
二
の
と
お
り

二

認
定
年
月
日

令
和
四
年
十
月
五
日
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
東
京
都
の
意
見

の
概
要
に
つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
の
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名
、
店
舗
所
在
地
及
び
設
置
者
名

㈠
ア

店
舗
名

（
仮
称
）
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
足
立
竹
ノ
塚
店

イ

店
舗
所
在
地

足
立
区
伊
興
本
町
二
丁
目
二
十
六
番
地
十

ほ
か

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

㈡
ア

店
舗
名

（
仮
称
）
い
な
げ
や
練
馬
西
大
泉
店
舗
計

画

イ

店
舗
所
在
地

練
馬
区
西
大
泉
二
丁
目
十
九
番
二
号

ウ

設
置
者
名

Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
株
式
会
社

㈢
ア

店
舗
名

（
仮
称
）
多
慶
屋
Ｂ
地
区
計
画

イ

店
舗
所
在
地

台
東
区
台
東
四
丁
目
三
十
三
番
一
ほ
か

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
多
慶
屋
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

㈣
ア

店
舗
名

多
慶
屋
ビ
ル

イ

店
舗
所
在
地

台
東
区
台
東
四
丁
目
三
十
三
番
二
号

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
多
慶
屋

㈤
ア

店
舗
名

ク
ロ
ス
ガ
ー
デ
ン
多
摩

イ

店
舗
所
在
地

多
摩
市
落
合
二
丁
目
三
十
三
番
地

ウ

設
置
者
名

オ
リ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

二

東
京
都
の
意
見
の
概
要
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ア

概
要

一
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
店
舗
に
係
る
届
出
に

つ
い
て
は
、
区
市
の
意
見
に
配
意
す
る
と

と
も
に
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
四

条
に
基
づ
く
指
針
を
勘
案
し
、
総
合
的
に

判
断
し
て
意
見
な
し
と
す
る
。

イ

意
見
の
通
知
日

令
和
四
年
十
月
十
八
日

三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振

興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）

四

縦
覧
期
間

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十
一

月
二
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分

ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま

で
を
除
く
。

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
八
四
〇

株
式
会
社

ア
ル
フ
ァ

ー
企
画
東

京
支
店

黒
沢

和
雄

台
東
区
東
上
野
三
丁
目

三
十
三
番
八
号

五
八
四
一

株
式
会
社

髙
島
京
一
郎

大
田
区
大
森
東
三
丁
目

Ｋ－

Ｃ
Ｏ

Ｎ
Ｎ
Ｅ
Ｃ

Ｔ

七
番
七
号

レ
ジ
デ
ン

ス
タ
カ
ネ
三
〇
一

五
八
四
三

株
式
会
社

イ
シ
ダ

石
田

大
作

国
分
寺
市
西
恋
ヶ
窪
三

丁
目
六
番
地
四
十
一

二

指
定
年
月
日

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


